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分かりやすい施策体系実現のため３法を整理統合

－中小企業庁－

中小企業庁は２月４日付けで、利用者にとって分かりやすい施策体系の

実現をするために、q中小企業経営革新支援法、w中小企業の創造的事業

活動の促進に関する臨時措置法（今年４月廃止）、e新事業創出促進法の３

法を整理統合した中小企業新事業活動促進法の法律案を国会提出した。こ

れは、昨今の経済社会環境の変化を踏まえた施策体系の骨太化を図り、中

小企業の新たな事業活動の促進を柱とした新法を制定するためのもの。

――法律案の概要は次のとおり。

法律案の概要

新法においては、中小企業の新たな事

業活動を促進するため、q創業、w経営

革新、e新連携の取組を支援するととも

に、rこれらの新たな事業活動の促進に

資する事業環境基盤の充実を図るため

に、所要の措置を講じる。

q創業の促進

これから事業を開始しようとする個人

や創業５年以内の事業者などについて、

中小企業信用保険や中小企業投資育成株

式会社法の特例を通じて、その資金調達

を支援する。また、エンジェル税制によ

って個人投資家からベンチャー企業への

リスクマネーの供給を円滑化する。さら

に、資本金１円から会社設立を可能とす

る商法の最低資本金規制の特例を引き続

き措置するなど、経済活力の源泉である

創業を幅広く支援する。

w経営革新の促進

中小企業が新たな事業活動を行うビジ

ネスプランを策定し、その経営の向上を

図る経営革新への取組を支援する。

具体的には、中小企業信用保険や中小

企業投資育成株式会社法の特例により経

営革新に取り組む事業者の資金調達を支

援する。また、経営革新に必要な設備投

資について所要の税制措置を講じるな
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ど、付加価値を創出する経営革新を幅広

く支援する。

e新連携の促進

中小企業が他の中小企業、中堅・大企

業、大学・研究機関、NPO等と連携し、

それぞれの有する「強み」を相互に持ち

寄って高付加価値の製品・サービスを創

出する新たな事業（新連携）を支援する。

具体的には、中小企業信用保険や中小

企業投資育成株式会社法の特例により、

連携に参加する中小企業の資金調達を支

援する。また、設備投資減税を措置する

など、経営資源の限られる中小企業が目

指すべきビジネスモデルの一つである新

連携を幅広く支援する。

※実施にあたっては各地域に「新連携

支援地域戦略会議（仮称）」を立ち上げ、

新連携を行う事業者に対して市場化まで

の一貫した支援を行い、地域中小企業の

活性化をはかる。

r新たな事業活動の促進のための基盤整

備

中小企業が国等の研究開発補助金によ

り開発した新技術を利用して行う事業活

動に対する支援や、地域における新事業

支援体制の構築（事業者に対して各種支

援措置やアドバイス等を効果的・効率的

に提供するワンストップサービスの実

現）など、中小企業の新たな事業活動を

促進するための基盤整備を充実する。

法律相談の日程変更について

－東京都中央会－

３月11日の法律相談日が、下記のとおり変更になりました。ご予約・お問い合

せは、本会情報室（直通０３（３５４２）０３８９）までお願い致します。

記

３月７日（月） 午後１時30分～４時30分


